
こども家庭センター体制強化事業について

妊娠期からの切れ目のない支援を実現するため、児童福祉部門と母子保健部門が一体となり妊娠期から包括的な相談支援等が行えるよう、連携に
必要な支援チームを配置する区市町村を支援するとともに、両部門の連携強化や職員のスキルアップを図る研修等を実施する。
すべての家庭が健やかに子育てできる環境を整えることで、虐待の未然防止に繋げる。

１ 目的

２ 経緯

令 和 ７ 年 １ 月
福 祉 局

3 事業概要

出
産

乳児期 就学前妊娠期

母子健康手帳 妊婦健康診査 新生児訪問 3・4か月児 1歳6か月 ３歳児
妊婦全数面接 乳幼児全戸訪問 健康検査 健康検査 健康検査

支援スキーム

支援効果を定期的にモニタリング

子供家庭支援センターと母子保健部門がチームで支援

児童福祉法および母子保健法の改正により、区市町村の児童福祉部門と母子保健部門が連携し一体的に相談支援を行う「こども家庭センター」の
設置が努力義務化（令和４年度改正、６年度施行）

☞ 「予防的支援推進とうきょうモデル事業」（R3～）と「とうきょう子育て応援パートナー事業」（R4～）を一体化。
「こども家庭センター体制強化事業」を実施し、子供家庭支援センター（児童福祉部門）と母子保健部門の連携をより一層強化（R6～）

☞ 令和７年度より、支援の効果を測るためモニタリングシステムを構築

（１）人材育成
子供家庭支援センターと母子保健部門の合同研修を実施

（２）連携ツールの提供
共通のアセスメント基準を活用し、合同会議を実施

（３）運営支援
アドバイザー委員会による体制構築や支援方法への助言

（４）人員配置に係る支援
下記①～③のいずれかを選択、配置される支援員に対し補助
補助率10/10（令和８年度まで）
① 子供家庭支援センターにチームを設置
② 母子保健部門に専門職を配置
③ 両部門に支援者を配置

（５）支援効果モニタリングシステムの構築【拡充】

【令和７年度予算額】 1,812,271千円

子育て応援パートナー
マネージャー

子育て応援パートナー
（地区担当保健師・

心理職等）

子供家庭支援センター
統括担当者

ファミリーサポート
ワーカー（FSW）

協働

【支援対象】

25歳以下初産・頼れる人が1名以下の妊婦、その他自治体が必要と認めた妊婦

【支援方法】

・妊娠期から継続してアウトリーチ支援

・複数回のアプローチで信頼関係を構築しニーズを把握

（エビデンスに基づいたアセスメント基準を活用）

・ニーズに沿って当事者視点に立った支援を実施
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